
2005年度 日本農業経済学会大会 (2005年7月17日)

報 告 Il

〔農業経済研究 第77巻,第3号,2005〕

戦後小麦政策と小麦の需給 ･生産

横 山 英 信*

1.は じ め に

戦後,日本の小麦消費は大きく増加し,国民の食料消

費において小麦は重要な地位を占めるようになった.一

方,小麦の国内生産量は1960年代を通 じて大きく減少

し,その結果,日本の小麦供給はその大宗を輸入小麦に

依存するものとなった.70年代末以降,国内生産量は

一定程度回復したものの,現在まで輸入依存の供給構造

に大きな変化はない.それゆえ,今後日本の食料自給率

を高めようとするならば,小麦の生産拡大は 1つの重要

な課題となる.本稿は,戟後における小麦政策の展開と

小麦の需給 ∴生産動向を,作付面積 ･生産量の推移,お

よび需要と生産のマッチング状況に焦点を当てて分析し,/

小麦の生産拡大のための政策的条件を探ることを課題と

するものである.

本稿では ｢小麦政策｣を2つの政策系列からなるもの

として捉える.第 1系列は小麦の需給 ･生産を直接の対

象としたものであり,本稿ではこれを ｢主政策｣と呼ぶ.

具体的には1952年産から99年産まで続いた政府間接統

制下で行われた諸政策,および2000年産以降の民間流

通下で行われている諸政策である.第2系列は71年度

から本格開始された米生産調整政策である.これは第一

義的には ｢米政策｣であるが,生産調整水田での転作小

麦の生産を大きく左右し,第 1系列- ｢主政策｣の政策

展開にも影響を与えてきたととから,｢小麦政策｣の一

環としても把握されなければならない.

以下,本稿では最初に小麦消費の動向と国産小麦の用

~途に関する特徴を把握する.その上で,｢主政策｣の展

開に沿った分析を行い,それを踏まえて小麦の生産拡大

のための政策的条件を探ることとする.

2.小麦消費をめぐる動向と国産小麦の用途

小麦の国内消費量は戦後大きく増加したが,それは主

として小麦粉消費量の伸びによるものであった.農林水

産省 『食料需給表』によると,小麦の1人当たり年間純

食料供給量 ≒小麦粉消費量は1955年度の25.1kg,60

年度の25.8kgが65年度には29.0kgとなり,60年代

後半以降その伸びは鈍化するものの80年度の32.2kg
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まで増加 した (その後は頭打ち).この小麦粉原料への

仕向量は一貫して小麦の国内消費量の8割前後を占め,

その結果,55年度に361万8,000tだった国内消費量は

60年代の大きな伸びを経て90年代半ばには約 630万t

までに達した (その後は停滞傾向).2003年度現在,小

麦の1人1日当たり供給熱量は328.1kcal,国民 1人1

日当たり総供給熱量 2,588.1kcalの12.70/Oを占め,栄

(602.1kcal･23.3%)の約半分の比重を占めている.

小麦粉は用途別に ｢パン用｣｢めん用｣｢菓子用｣｢工

業用｣｢家庭用｣｢その他用｣に分かれるが,その中心は

｢パン用｣と ｢めん用｣である.ただし,両者の動向に

は違いが見られる.農林水産省 (食糧庁)『食糧 (管理)

統計年報』 によると,｢パ ン用｣ は60年度 に77万

2,000t,小麦粉生産量に占める比率は32.6%であった

が,その後,60代 ･70年代を通じて大きな伸びを見せ,

2003年度には201万 2,000t,40.30/oとなっている.一

方,｢めん用｣は60年度に102万 2,000t,43.1%であ

ったが,その後の伸びは ｢パン用｣よりも小さく,その

結果,77年度以降 ｢パン用｣を下回る ようになり,03

年度は164万 6,000t,33.0%である.戦後の小麦消費

量の拡大にはパンの消費拡大が一番大きく寄与したので

ある (註 1).

国産小麦の用途別使用量を見ると (註 2),2003年度

の国産小麦給使用量86万tのうち50%に相当する43

万 tが ｢日本めん用｣に向けられ,｢日本めん用｣にお

ける国産小麦使用比率は62%である.国産小麦稔使用

量の17%-16万 tは ｢菓子用｣に向けられ,｢菓子用｣

における国産小麦使用比率は21%である.これに対し

て ｢パン用｣｢その他めん用｣向けの国産小麦はそれぞ

れ 1万t,4万tと微々たるものであ り,両用途中の国

産小麦使用比率も1%,3% と非常に小さい.国産小麦

のほとんどは普通小麦であるが,その用途も普通小麦に

向くとされる ｢日本めん用｣｢菓子用｣が中心になって

いる.

3.政府間接統制下の小麦政策と

小麦の需給 ･生産 (1952-99年産)

1) ｢主政策｣の枠組み

1952年 5月の食管法改正を受けて,翌 6月,(小)麦

は戦時期以来の政府直接統制が撤廃.されて政府間接統制



国雄′ト安 Ll虚小安
(民朋流通下)(枚竹IUl葎統制下)

第 1回 小麦の ｢内外麦コス トプール方式｣

に移行 したが,この下で ｢主政策｣の枠組みは次のよう

なものとなった.(a)小麦の輸入はほは全農が国家貿易

によって行われる,(b)国内での小麦流通は原則自由,

(C)ただし,政府は国内生産者からのノト麦売渡申込みに

応 じて1.Q制限に買入れを行い (政府無制限買入制),そ

の際の政僻買入価格は小安の再生産確保を旨として定め

る (算定方式は87年窪まではパリティ方式,88年産以

降は生産難補償方式), (d)政府売渡価格は消費者の家

引安定を旨として定める (=政柄買入価格と直接には連

動させない).

このような枠組みの下,57年度以降国産小麦の政柄

売買価格差が逆ざやとなったため,政府榔制限買入制が

強 く機能し,国産小麦はその大宗が英需者へ直接に販売

されずに一旦政柄に売り渡されることになった (註 3).

このような状況は ｢主政策｣に次のような 2つの特徴を

付与 した.第 1は国産小麦政胎買入価格がノJ､麦の生産者

手取価格 (本稿では ｢販売に関して交付される諸助成金

を含む,販売小麦単位重量当たり生産者収入額｣として

用いる.後出の転作奨励金は含まない)の水準をほほ決

定するものとなったことであり,第 2は国産小麦の大宗

が政府経由となったため,生産者と芙需者との結びつき

が弱いものとなったことである.

輸入小安については,政冊売買仙格差は順ざやで設定

され (73-75年度を除く),その政府売買差為は国産小

麦の政府売買差損の補唄に充てられた.80年度からは

この方法がさらに徹底され,輸入小安の政府売買差益の

範問l和こ国産小麦の政聴売買差損を抑えることを原則と

する ｢内外麦 コス トプール方式｣が とられた (第 1

図)yl.

2) 小麦政策の展開と小麦の需給 ･生産 (1):

1970年代初頭まで

(1) 回内生産量の減少と輸入量の増加

第2回 を見 ると,国内生産蕊 は 1961年度の 178万

1,000tをピークに,その後 60年代を通じて減少し,73

年度には20万 2,000亡となっている.一方,輸入量は

60年代に大きく伸び,73年度には531万 9.000tに達

している.これによって,小麦自給率は 55年度の 41%

から73年度の4%に大きく低下した (r食料需給表jよ

り計算.以下で触れる′ト麦自給率も同様).

国内生産量の減少は小麦作の不採算性によるものであ

る.第3図を見ると.70年代初頭 まで国産小麦政府買

入価格 (68年度からは後述の契約生産奨軌金を加えた

もの)の小麦全算入生産賛カバー率は ｢全国 .田畑作平

均｣で800/o内外となっている./ト妾は気象の影響を受

けやすいために毎年の単収変動が大きく,それゆえ生産

費も年次変動が大きいが.カバー率が-具して低水準と

なっている状況は,この時期.政肘買入価格 (+契約生

産奨助金)が生産数を補償する水準にはなかったことを

示 している.

｢都的県 .田作｣のカバー率はさらに低 く,図示は省

略 したが ｢郡内県 ･･Lfu作｣も同様であり,これは郁冊県

の小麦作イ;J面樵を激減させた (第4図①).この時期の

国内生産量の減少はほとんどがこの郁噺県窪小麦の減少

によるものである.｢北南道 ･州作｣は郁帝県に比べて

作付規模が大きく (第 5回),カバー率はだいたい 100

% を上回っていたが,北海道ではこの時期小麦生産の

本格的な取 り組みは行われておらず,作内面稗もわずか

であった.

国産小麦政府買入価格は60年代を通 じて引き上げら

れ,輸入小安政肘買入仙枯=匡日等-!価格よりもはるかに高

い水準にあったが,以上からわかるように.それは再生

産を保樽する内実を持っていなかった.そこには,農･業

基本法下の ｢選択的拡大｣路線に沿って小麦については

増産よりもコス トの低下を図ろうとする農政の基本方針

があったのであ り (証 5).それは小麦の育種 ･栽培等

に関する国の研究体制が 60年代を通 じて弱められたと

ころにも現れた (註 6).このような状況は,｢バン用｣

のみならず.国産小麦のほとんどを占める普通小安に向

くとされる ｢日本めん用｣｢菓子用｣の小麦粉について

ズ11994年度までの国家貿易による′ト安輸入は,輸出入許可制･輸入割当刑と輸入宏の政肘への全17-3･売渡瀬務規定に必づいて行わ

れた.95･/LF度からはWTO協定発効に伴って輸入はIJJJ税化されたが.国家'JJJ易によか輸入も可能とされ.そこにおけるマーク･ア

ップ (≒蚊Tr4売拭価格差)が民間輸入に過Jfほ れる関税相当)Ttよりも低く設定されたため.95年度以l;,'i現在まで輸入はほぼ全-i;'とが

同家田易で行われている (証 4) また.95年11月には食管法が鵬止されてft税法が施行されたが､上記の (b)(C) (d)は食相法

に引き継がれた.したがって,95年度以降も ｢主政談｣の枠組みは益本的に,irr持されたと見てよい なお.賊徒における′ト黄の輸

出【.iおよび小安粉の輸出入掛ま,国内の小安';JFTl給との関係ではネダリジプルであるため.本稿ではそれらの分析を割･F,i.した.
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第 2回 小麦の国内生産量 ･輸入丑 の推移

山所 食も7_庁 r食綜 (管理)統計年報jよl)作成,

証 :1)輸入量には輪出向小安粉用環判′ト左は含まれない

2)飼料FFJは尊増碓ふすま用 (2002年度で髄止)と配合飼利用.
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(年稚)

第3匡l 政府買入†桐谷 (+貴契約生産奨励金) による小安全参入生産焚カハー率の推移

出所 :li林水産省 r米及び宏規の生産刑 (前身の統剤を含む)r安仙 二間する潜科Jより

作成.

証 1)全作1てj規横IrJ1-狗.

2)政府封入価格 (19711-76年確は安生Ii振興奨軌補肋金を加芹)に安契約生達4)!励

金 (68年夜以降.なお.80年娃以降は ｢品Rii改単独助舘｣の部分)を加えた'崩の

生産焚カバー牢.

3)1997･98･99年碇は政桁r三人価格引下げに対する祁唄措置の』,本部分である60

kg当たり100円 ･80円 ･80円を政冊買入価格に加えている.

4)196ユ･62年並は ｢全国 IEElhTl作平均_のデータなし.63年-'･虚は ｢郁何県 ･田作｣

｢北海道 ･畑作｣のデータなし.
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も輸入小麦を製粉原料のスタンダー ドとさせ,国産小麦

を品質面でも劣位に立たせることになった (註7).

(2) 麦管理改善対策の開始

一万,枚冊軽制限買入制の下,需要との結びつきがほ

とんどないまま政府に売 り渡される国産小麦の存在が問

題となり,1968年確から ｢麦管理改善対策｣が開始 さ
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れた (註 8).これは政府卑綿l舶買入制を前提としつつ

ち,生産者と実需者の結びつきを強めるために政府が両

者の流通契約締結を指導 し,この契約を尊重 して買入

れ ･売渡しを行うものであり,実'.Tn=者は′ト安買受けの際,

生産者に ｢契約生産奨励金｣を支払うこととされた.需

要や品質を意識した生産誘沓摺位としては従来からも国

(∋ 小安の田畑別作付面積

LL')トーGl･･一MLn【､-Ol一一のLL?トーの･-MLtlトーO-.MtJ)ぐ､･Ol)-1MtLlr-くフ)･.一ぐつてr寸くrLJ)tOLJ)U')∪つくDtDく上つく.⊂〉(.ロトトートーぐヽぐヽCO(一〇ccCOCC0)のDlGL)くFle⊂)くじCbCnくわくつヽのOののOOのの1プ)⊂hOlのOl)ロヽ01C)G7くJ)C10LlOLbのくつヽCこ)I-I.･一･･一--1<I.･1･.･･1-･111一･1･.･･1--I･{I.･一････1.一･･･一･-･.･1I-･.一pr･1■･1･.･1I.･一･･･一Nくヽ1
(年産)

出所.1111林水産省 r作物統計｣.その他より作成.

註 1947年産のデータなL

(参 4麦の水田袈作 ･転作 ･畑1作別の作付動向

出所 二農林水産省 r実の生産に関する;Fl科Jより作成.

第 4回 ′ト麦の作付面積に関する諸動向
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産小麦政府買入価格における銘柄間格差 (および等級間

格差)があったが,麦管理改善対策は産地品種 (および

等級)で格差を設けた契約生産奨励金を交付するという

形でこれを補強したものである.ただし,その額 (60

kg当た り全小麦平均 68年産43円-72･73年産 200

円)は国産小麦政府買入価格の数% に過ぎず,このよ

うな状況はその後も政府間接統制下で同様であった.

3) 小麦政策の展開と小麦の需給 ･生産 (2):

1980年代半ばまで

(1) 国内生産量の回復と輸入量の抑制

第2図を見ると,小麦の国内生産量は1973年度の 20

万 2,000tを底として減少傾向に歯止めがかかり,77年

度まで20万 t台で停滞的に推移 している.その後,78

年度からは増加に転じ,88年度には10女声 1,000tまで

回復した.一方,輸入量は国内小麦消費量の伸びが鈍化

する中,国内生産量の回復を保障するために70年代半

ば以降抑制されている.その結果,小麦自給率は73年

度の4%から88年度の 17%にまで回復した.

国内生産量の増加には,まず,転作小麦の増加が大き

く寄与していた (第4図(∋･②)*2.

これは,178年度の ｢水田利用再編対策 ･第 Ⅰ期｣開

始以降米生産調整面積が大幅に引き上げられたこと (第

6図),そこにおいて (小)麦は生産を拡大すべき重要

な転作作物と位置付けられ,そのために米との所得格差

縮小を目的として高水準の麦転作奨励金が支払われたこ

と,によるものである.｢第 Ⅰ期｣における麦の転作奨

励金は10a当たり ｢基本額｣(小麦の作付自体に対する

支払い)が 5万 5,000円,｢加算額｣- ｢計画加算｣(地

域における計画的な転作対応への支払い)1万 5,000円,

合計で 7万円であり,これを60kg当たりで換算すると

約 1万 4,000円となり (当時の小麦の平均収量は約 300

kg/10a),国産小麦政府買入価格を上回るものであった.

81年度開始の ､｢同 ･第Ⅱ期｣以降 ｢加算額｣が団地化

や農地利用集積などを要件とする構造政策的色彩を強め,

また,転作奨励金における ｢基本額｣の比重が低下する

中で ｢基本額｣[加算額｣の合計額は全体として 90年代

半ばまで下げられるが,｢同′･第Ⅲ期｣終了の86年度ま

でそれは10a当たり6万円を超える水準にあった.

転作奨励金の対象外である ｢都府県 ･水田裏作｣と

｢北海道 ･畑作｣の作付面積も73年度以降大きく増加し

た.これは,この時期国産小麦政府買入価格が大幅に引

き上げられ,生産費カバー率が好転したためである (第

3図).

(a)
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第5図生産費調査農家の平均作付規模

出所:農林水産省『米及び麦類の生産費』(前身の
統計を含む)より作成
.
註:｢都府県･田作｣｢北海道･畑作｣は1963年産
のデータなし.

国産小麦政府買入価格の大幅引上げは,70年代半ば

においては70年代初頭の ｢世界食糧危機｣を受けて農

政方針が国内生産重視に一時的に転じたことによるもの,

70年代末以降にお'いては転作小麦の生産拡大をバック

アップしたもの,と見ることができるが,価格引上げの

効果はすべての小麦生産に及ぶがゆえに転作以外の作付

面積 も増加 したのである.｢都府県 ･畑作｣だけは停

滞 ･微減傾向にあるが,これは小麦から収益性の高い野

菜や果樹等の他作目への作付転換の流れが止まらなかっ

たことによるものであろう.なお,｢北海道 ･畑作｣の

増加には70年代末からの北海道農協中央会の畑作小麦

生産拡大方針,および ｢技術革新に支えられた省力 ･多

収併進による顕著な物的生産技術の向上｣(註 9)も大

きく関係していた.

(2) 麦管理改善対策における ｢末奥約麦｣の大量発

生

国内生産量回復の一方で!麦管理改善対策では1980
年産から ｢未契約麦｣(生産者と実需者との流通契約は

播種前に行われるが,そこにおいて契約が成立しなかっ

た麦)の大量発生が問題となった.その主要国は田作麦

とくに転作麦の低品質にあった.これには畑作麦に比し

ての田作麦の低品質という一般的問題とともに,転作奨

励金の問題が関係していた.すなわち,転作奨励金の交

付額は小麦の品質とは無関係であり,また,その額が契

*21971年度からの米生産調整政策の本格開始に伴い,小麦の作付形態には新たに ｢北海道 ･田作｣-｢北海道 ･転作｣が登場す

るとともに,｢都府県 ･田作｣は ｢都府県 ･水田裏作｣に加えて ｢都府県 ･転作｣を含むものとなった.｢都府県 ･_田作｣中の ｢水田

裏作｣と ｢転作｣の内訳を示した農林水産省 『麦の生産に関する資料』は4麦合計のものしか公表していないたや,小麦のみの内訳

はわからないが,70年代末以降都府県の田作麦作付面積の5割程度が小麦であることを考えると,転作小麦の作付面積も第4図②

の ｢都府県 ･転作｣とほぼ並行した動きになっていると見ていいだろう.
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第6図 米生産調整面積と転作麦 (4麦)作付面積の推移

出所 ,r食料 IL1号-#･既刊白吾附属萩.,2(衷J.その他より作成.

証:I)｢転作茨作付等 _.は.転作安作Jj前桁/米生漣調光面相Lである

2)｢転作麦作付等.は右目盛.

約生産奨励金 (80年産全小麦平均 ･650円/60kg)より

もはるかに高かったために,生産者にとっては良品質小

麦の生産よりも′ト麦作イ]による振作奨助金の碓得の方が

関心事となり,これに政府熊制限買入制が相伐って良品

質小麦生産が阻害された.ということである.

｢未契約安｣発生のその他の要凶には,国産小安は輸

入小安に比べてロットが小さく,バラ化も進んでいない

ため,その販売畳の増加とともに実績者の取引権門が膨

らみ,実需者がこれを嫌ったこともあった.これに対し

て81年産から契約生産奨励金が大きく ｢品質改善奨励

柵｣と ｢流通改善奨励額｣に分けられた.後者は集荷単

位の大型化やバラ化に応じた支払いを行うJI'JFたな措造で

あるが,契約生産奨励金全体の単佃tは現状維持とされた

ため,従来の生産誘導的性格を引き継いだ前者の単価は

結果として大きく切 り下げられた.しかし.これは良品

円小麦g:産へのインセンティブを弱めるものである.

｢未契約菱｣は86年産まで発生したが,良品fJi'小麦と

の抱合せ販売等の政府による契約再調整によって ｢非契

約安｣(契約再調整が行われても契約が成立 しなかった

ま)はほとんど発生しなかった.しかし,品質の問題を

放置すればいずれ政僻が対応しきれない状況が生じてし

まう.これに対 して,80年代後半に後述のような新た

な対応が行われるのである.

4) 小麦政策の展開と小麦の需給 ･生産 (3):

1980年代後半以降

(1) 国内生産量 ･輸入量をめぐる動向の再転換

第2回を見ると,1988年度に 102万 1,000tとなった

/ト女の凶内生産IEi･は,その後減少に転 じて95年度には

44万4,000tにまで落ち込み.これを埋め合わせるべく

輸入Ia.は90年度から90年代半ばまで再びその水準を上

げている.この減少は主として ｢郁府県 ･水EEI袈作｣お

よび ｢都冊県 ･振作｣｢北海道 ･転作｣の作十]面積の減

少によってもたらされた.

まず,｢都冊県 ･水田袈作｣の作付面槌はすでに86年

産から減少傾向に転 じていたが (第 4図②),これは86

年度以降国産小麦政府買入価格が引き下げられ,生産軒

カバー準が悪化 したためである (第3回).この引下げ

は,85年 9月の ｢プラザ合意｣以降の急速な円高下で

小麦加工食品 ･調整品の輸入量が激増していったことに

対し,｢内外安コス トプール方式｡の下,国内の製粉業

者 ･小安rJI製品製造業者の価格競争力を図るために小麦

の政肘売渡価格を引き下げる必要から行われたものであ

った (註 lo).

生産費カバー率の悲化は ｢北海道 ･畑作｣でも見られ

るが (第3回).その作付面桜は80年代末まで印加して

おり,それ以降も極端な減少は見られない (第4図の).
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これ埠,凶作だった95･96年産を例外としてカバー率

が 100% を下回っていないこと,また,70(年代半ば以

降の小麦作付拡大の中で小麦が畑の輪作体系に組み込ま

れたために,カバー率低下がただちに小麦の作付中止に

はつながらなかったこと,によるものと考えられる.

｢北海道 ･転作｣｢都府県 ･転作｣の作付面積は89年

産まで増加した (第4図(丑･(勤).これは ｢水田農業確

立対策 ･前期｣(87-89年度)の下,麦転作奨励金が引

き下げられたものの (｢基本額｣｢加算額｣合計で最大 5

万円/10a),米生産調整面積が拡大したためである (莱

6図).しかし,90･91年産になると米生産調整面積の

さらなる拡大にもかかわらず両者とも作付面積は減少に

転じる.これは ｢水田農業確立対策 ･後期｣(90-92年

皮)において麦転作奨励金がいっそう引き下げられたこ

と (｢基本額｣｢加算額｣合計で最大4万4,000円/10a),

さらには生産費カバー率の低水準状態か続いたことによ

るものと見られる.92年度から94年度にかけての作付

面積の減少は,91年産米不作や93年産米大凶作を受け

た米生産調整の大幅嬢和が主因である.

96年度から小麦の国内生産量は回復に向かい (第2

図),95年度に7% であった小麦自給率は99年度には9

% まで回復した.これには95年度以降の米生産調整面

積拡大の下での ｢北海道 ･転作｣｢都府県 ･転作｣の作

付面積増加が大きく寄与している.しかし,米生産調整

面積全体に占める転作麦 (4麦)の作付面積比率-転作

麦作付率は80年代後半を大きく下回った (第6図).

｢新生産調整推進対策｣(96･97年度)下の麦転作奨励

金は80年代後半の水準を下回っていたが,｢緊急生産調

整推進対策｣(98･99年度)ではその最高額が ｢水田農

業確立対策 ･前期｣と同水準の5万円/10aに引き上げ

られ (地域特認技術採用の際には別途 1万 7,000円/10

aが交付),とくに ｢基本額｣相当部分 (2万5,000円/

10a)が ｢水田農業確立対策 ･前期｣のそれ (2万円/10

a)よりも高かったことを考えると,転作麦作付率の低

下には生産費カバ｣率の低水準状態が大きく影響してい

ると考えられろ.なお,後述するように90年代後半に

は国産小麦の大宗が銘柄区分 Ⅰになったため,実際のカ

バー率は銘柄区分Ⅱを対象とした第3図よりは若干高い.

(2) 国産小麦政府買入価格 ･麦管理改善対策己おけ

る銘柄 ･ランク問格差の拡大

1980年産からの ｢未契約麦｣の大量発生に対して,

まず,国産小麦政府買入価格において83･年産以降廃止

されていた銘柄区分が87年産から再導入され,また,

銘柄間の価格差も拡大されていった (等級間格差も拡

大).麦管理改善対策でも品質改善奨励額についてラン

ク間価格差の拡大が行われた (89年産からは原則とし

て1等麦のみを対象).

これ らの措置によって,｢良品質｣■とされる銘柄区分

Ⅰ-ランクA (銘柄区分とランク区分は88年産以降,
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Ⅰ-A,Ⅱ-B,Ⅲ-C,Ⅳ-D,で対応)の作付面積は

86年産の8万 9,000haから99年産の13万5,900haベ

拡大,小麦作付面積に占めるシェアは37.1% から80.4

%へ大幅に高まった (註 11).87年産以降 ｢未契約麦｣

は発生していないが,これには87年産からの ｢条件付

契約麦制度｣(小ロッ ト,非バラ化,遠隔地産など実需

者の引取経費が嵩む麦について生産者が一定の負担を行

う)の開始とともに,銘柄 ･ランク間格差の拡大が一定

程度寄与したと言える.

ただし,ここでの銘柄区分 ･ランク区分は,製粉 ･製

麺適性の評価とともに,出回り数量や各県の奨励品種で

あるかどうかをも基準としたものであったがゆえに,銘

柄区分 Ⅰ-ランクAと実需者の言う ｢需要に即した良

品質麦｣とは必ずしも一致するものではなかった.それ

ゆえ,｢食料 ･農業 ･農村基本法｣農政の一環として行

われた2000年産からの (小)麦の民由流通移行では

｢需要と生産のミスマッチ｣の解消がその最大理由とさ

れたのである.
ノ

4.民間流通下の小麦政策 と

小麦の需給 ･生産 (2000年産～)

1) ｢主政策｣の枠組み

民間流通下の ｢主政策｣は ｢新たな麦政策大綱｣
(1998年 5月)に基づいてその枠組みが作られた.その

特徴をまとめると,(a)2000年産麦から国産麦の政府

買入れを原則廃止し,民間流通に移行させる (民間流通

が定着するまでは政府買入れも残す),(b)価格形成に

ついては入札取引 (播種前の時点において産地銘柄別に

実施)を基本とし,相対取引価格は入札指標価格 (落札

価格を落札数量で加重平均したもの)を基本として契約

当事者間で協議 ･決定する,(C)生産者手取価格を保障

するため,民間流通麦に対して ｢麦作経営安定資金｣を

交付する,となる.

以上の枠組みによって,小麦の生産者手取価格は民間

流通下では入札指標価格と麦作経営安定資金の合計でそ

の水準がほぼ決定されることになった.また,従来麦管

理改善対策下で交付されてきた契約生産奨励金は ｢民間

流通麦促進対策｣によって引き継がれるとともに,民間

流通麦に対しても契約生産奨励金が交付されることにな

った.

(a)～(C)について付言しよう.(a)は,従来の国産

麦の流通は政府無制限買入れが商捷となっていたため,

麦管理改善対策が行われても ｢実需者のニーズが生産者

に的確に伝達されず,需要と生産の大幅なミスマッチが

発生しており,また,良品質麦を生産しても生産者はプ

レミアムを手に入れることなくその努力が報われない実

態にある｣(｢新たな麦政策大綱｣)ので,これらの問題

を解消するためとして打ち出されたものである.

(b)に関して,各産地銘柄の上場比率は販売予定数
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量の30%とされ,販売予定数量3,000t以上の銘柄は

義務上場とされた.入札の基準価格は各産地銘柄とも

00年産では98年12月決定の政府売渡価格,価格変動

幅は基準価格の±5%の範囲内､とされた.01年産以降は

前年産の指標価格が基準価格とされ,価格変動幅は基準

価橡の±5%の範囲内,05年産からはこれが±7%に拡

大された.なお,入札非上場銘柄の相対価格について,

類似上場銘柄のある銘柄はその指標価格を基本とし,,%

れ以外の銘柄は入札における価格形成の方法を参考にす

るとされた.

(C)は,入札の開始によって取引価格は従来の政府売

渡価格の水準となり,そのままでは生産者手取価格は従

来の国産小麦政府買入価格の水準から大きく下落するこ

とが予想されーたため,これに対応した措置である.具体

的には00年産の麦作経営安定資金の単価は99年産政府

買入価格と入札基準価格との差額とされ,01年産以降

については前年度の単価に■生産コスト変動率 (全算入生

産費 〔移動3年平均〕 ･物価 ･平準化単収 〔移動3年平

均〕の変化率から算出)を乗じた額で決定するとされた.

また,生産誘導的性格を持たせるため,その単価には国

産小麦政府買入価格の銘柄区分および等級区分に基づい

た格差が設けられた.そして,｢内外麦コス トプール方

式｣が引き継がれる中,麦作経営安定資金の財源には輸

入小麦の政府売買差益が充てられることになった (第1

図).

なお,民間流通定着までの間は政府買入れも残すとさ

れたが,民間流通移行を促進するための様々な助成措置
■

がとられた結果,国産小麦販売量に占める民間流通の比

率は初年度の00年産ですでに96.8% となり,それ以降

はほぼ全量が民間流通となった (註 12).

2) ｢水田農業経営確立対策｣と麦転作奨励金

麦の民間流通移行と時を同じくして2000年度から新

たな米生産調整政策- ｢水田農業経営確立対策｣が開始

された.米生産調整目標面積が1998･99年度に96万

3,000haまで拡大され,その後もいっそうの拡大が必

要とされる中,｢水田を中心とした土地利用型農業活性

化対策大綱｣(99年 10月)は ｢米の作付けを行わない

水田を有効活用し,自給率が低く,現状では定着度の低

い麦 ･大豆 ･飼料作物等の生産を品質 ･生産性の向上を

図りながら定着 ･甚大｣させることを打ち出した.｢水

田農業経営確立対策｣はこれを受けたものであり,麦

(および大豆 ･飼料作物)に対して10a当たり最高7万

3,000円の転作奨励金が交付されることになった.

そこでの麦転作奨励金は3階建てであり,1階部分の

｢とも補償｣-2万3,000円 (小麦の作付自体に支払わ

れる ｢基本額｣的部分は2万円.残 りの3,000円は ｢地

区達成加算｣であり,これと2階 ･3階部分は ｢加算

額｣的部分)に加え,2階部分の ｢経営確立助成 〔基本

助成〕｣-4万円 (団地化または担い手への利用集積,

基本栽培技術の励行が要件),3階部分の ｢経営確立助

成 〔高度利用等加算〕｣-1万円 (水田高度利用または

これに匹敵する機械等の利用率向上が要件)をすべて受

け取った場合にのみ最高額となる.しかし,_2階部分ま

でをとってみても,同対策の6万3,000円は ｢緊急生産

調整推進対策｣の5万円を大きく上回った.

3) 小麦の国内生産をめぐる全体的動向

(1) 生産者手取価格と全算入生産費の動向

第1表を見てみよう.ここでは銘柄区分Ⅰの小麦が国

内生産量の8割を超えている状況を踏まえて ｢銘柄区分

Ⅰ･1等｣を対象とし,販売価格には入札取引の全銘柄

加重平均価格を採用した.60kg当たり生産者手取価格

は2000年産で1万 100円だったが,その後毎年下落し

て04年産には9,612円となっている.これは ｢民間流

通定着 ･品質向上支援対策等｣の単価が若干引き上げら

れたものの,販売価格および麦作経営安定資金の単価が

年々下落したためである.03･04年産は後述する品質

改善奨励額の33%カットも影響している.

販売価格-全銘柄加重平均価格の下落には,この間の

小麦生産量の増加,さらには品質的な問題を抱えた転作

小麦の増加 (後述)も関係しているが,輸入小麦政府売

渡価格の引下げの影響も見逃すことはできない.この引

下げは小麦加工食品 ･調整品の輸入増加が続く中,国内

の製粉業者 ･小麦粉製品製造業者のいっそうの価格競争

力強化を図るために行われたものであるが,国内供給量

の大部分を占める輸入小麦の価格引下げは入札取引価格

に下げ圧力をかけることになった.麦作経営安定資金の

単価引下げは,､生産コス ト変動率算定の一要素である

｢『主産地 ･平均作付親模』以上層の全算入生産費｣が

『主産地 ･平均作付規模』の年々の引上げによって低下

したことによるところが大きい (註 13).

生産者手取価格の全算入生産費カバー率は,｢全国 ･

田畑作平均｣では00年産以降100%を超えているが,

これは生産者手取価格が低下した一方で全算入生産費も

低下したためである.02年産と03年産については全国

の作況指数の高さ (108･109)が生産費低下に大きく寄

与している.｢北海道 ･畑作｣は,作付規模が大きく全

算入生産費が低いために,カバー率はかなり高い.一方

で ｢都府県 ･田作｣のカバー率は00.年産を除いて100

% を下回っており,生産者手取価格では生産費が補償

されていないことがわかる.作況指数を勘案したこれら

のカバー率の状況は90年代後半とほぼ同様と見てよい.

(2) 作付面積 ･生産量をめぐる動向

第4図(∋･(参で2000年産以降の動向に注目しよう.

まず,｢北海道 ･畑作｣と ｢都府県 ･水田裏作｣の作付

面積に大きな変化は見られない.このうち後者について

は1997年産までの減少傾向に歯止めがか,かったように

も見えるが,これは次の理由によるものと考えられる.

すなわち,生産調整水田において大豆一麦のような1年
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第 1表 小麦の生産者手取価格 と全算入生産費の推移 (単位 :円/60kg,%)

販売価格 (≡ 麦作経営安定 麦契約生産奨 民間流通定着 合計=生産者手取価格 全算入生産費 全算入生産費 全算入生産費
全銘柄加重平 資金 (銘柄区 励金 (ランク 品質向上支援 (全国 .田畑 (北海道 .価 (都府県 .田

均価格) 分Ⅰ.1等) A) 対策等 作平均) 作) 作 )

00年産 2,392 6,958 600 150 10,100 9,065 7,545 9,612
111.4 133.9 105.1

01年産 2,344 6,933 600 180 10,057 9,396 7,327 10,732
107.3 137.3 93.7

02年産 2,272 6,886 600 224 9,982 8,423 6,458 10,281
118.5 154.6 97.1

03年産 2,219 6,833 400 243 9,695 8,543 6,520 ll,340
113.5 148.7 85.5

出所 :農林水産省 『麦価に関する資料』『米及び麦類の生産費』より作成.

註 :1)全算入生産費の欄の下段は,小麦生産者手取価格の全参入生産費カバー率.

2)麦契約生産奨励金の単価は2003年産は実質的に33% カットされた.

2作が行われている場合,大豆が転作作物 としてカウン

トされると,麦は ｢水 田裏作｣として扱われるが,98

年産以降,米生産調整面積が大 きく引き上げられる中,

このようなケースが増えたことによって,生産費カバー

率が従来 と大 きくは変わっていない下で本来の ｢都府

県 ･水田裏作｣が減少 している分がカバーされている,

とい うことである.一方,｢北海道 ･転作｣と ｢都府

県 ･転作｣,とりわけ後者は作付面積 を大 きく伸ばして

いる.これには米生産調整面積の拡大 も関係 しているが,

｢北海道 ･転作｣｢都府県 ･転作｣合計の作付面積の増加

率は米生産調整面積の増加率を上回ってお り (それゆえ,

第 6図の転作麦作付率は増加 している),ここに ｢水田

農業経営確立対策｣下 の高額の麦転作奨励金の効果を確

認することができる.

この転作小麦の拡大によって小麦の全作付面積は 99

年産の 16万 8,000haか ら,00年産 18万 3,000ha-01

年産 19万 7,000ha-02年産 20万 7,000ha-03年産 21

万 2,000ha-0-4年産 21万 2,600ha,と大 きく伸び,坐

産量 も02年産 (82ノ万9,000t),03年産 (85万5,000t),

04年産 (86万 300t) と80万tを超え,03年度の小麦

自給率は 14% となった.00年 3月策定の ｢食料 ･農

業 ･農村基本計画｣は 10年度の小麦の生産努力 目標 を

18万ha･80万tとしたが,面積 は 00年産で,生産量

は02年産で早々とこの目標 に到達 した.ただし,生産

量については作況指数の高さを考慮する必要がある (04

年産全国 109).

4) 産地品種銘柄 レベルにおける需要と一生産 をめぐる

ー諸問題

(1) 入札取引価格の動向

第 2表を見てみよう.まず,2000年産以来上場が行

われている銘柄に注 目すると,北海道産では ｢北海道ハ

ルユタカ｣｢北海道ホロシリコムギ｣｢北海道タクネコム

ギ｣が毎年指標価格を上昇させ,とくに前 2者は毎年上

限価格にほほ張 り付いている.一方,｢北海道ホクシン｣
は毎年指標価格を下げている (05年産は若干回復).都

府県産では,｢群馬つるぴか り｣以外のすべての銘柄で

05年産の指標価格が 00年産を下回っている.とくに茨

城 ･栃木 ･岐阜 ･愛知 ･滋賀 ･大分の ｢農林 61号｣の

下落幅は大 きい.これ ら都府県産銘柄には品質的な問題/
を抱えた転作小麦を多 く含んだものがある.

次に,01年産以降上場 された銘柄に日を向けよう.

｢北海道 きたもえ｣｢北海道春 よ恋｣(02年産～)につい

ては･前者が毎年指標価格を下げているP に灯 して後者
は毎年指標価格が上限価格に張 り付いていて対照的な動

きを見せている.都府県産では,｢宮城シラネコムギ｣

｢三重農林 61号｣(以上,01年産～),｢青森ねぼ りご

し｣(03年産～)のように指標価格を下落させている銘

柄がある一方で,｢群馬きぬの波｣｢群馬 W 8号｣｢埼玉

あや ひか り｣(以上,02年産～),｢香 川 さぬ きの夢

2000｣(04年産～)のように指標価格を上げているもの

もある. ■

このように銘柄間で入札指標価格は着実に開いてきて

いる.ただし,国産小麦を全体 として見るならば,その
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第 2表 民間流通小麦の入札結果 (単位 :円/60kg,t)

上場初年度 産地 品 種 地域区分 初年度基準価格① 00年産 01年産 02年産 03年産 04年産 05年産指標価格 指標価格 指標価格 指標価格 指標価格 指標価格② ②/(∋ 上場数量③ 落札残数量@ 落札残率@/@

2000 北海道 ハJレユタカ 全地区 2,414 2,534 2,660 2,793 2,932 3,079 3,294 136.5% 410 0 0.0%

2000 北海道 ホロシリコムギ 全地区 2,314 2,429 2,550 2,677 2,810 2,950 3,136 135.5% 1,320 0 0.0%

2000 北海道 夕クネコムギ 全地区 2,414 2,534 2,660 2,793 2,840 2,860 2,901 120.2% 1,230 50 4.1%

2000 北海道 ホクシン 全地区 2,414 2,398 2,349 2,262 2,220 ?,207 2,215 91.8% 129,930 0 0.0%

2000 北海道 チホク'コムギ Ⅰ網走 2,414 2,514 2,639 2,770 2,867 2,741 - - - - -

2000 北海道 チホクコムギ Ⅰ十勝 2,414 2,534 - - - - - - - - -

2000 北海道 チホクコムギ Ⅰその他 2,414 2,423 2,537 2,537 2,613 2,613 - - - - -

2000 北海道 チホクコムギ Ⅱ 2,314 2,429 2,5.12 2,512 2,437 - - - - - -

2000 北海道 タイセツコムギ 全地区 2,414 2,534 2,660 2,793 2,762 2,714 - - - - -

2000 茨城 農林 61号 全地区 2,414 2,347 2,232 2,121 2,015 1,920 1,843 76.3% 6,150 I,210 19.7%

2000 栃̀木 農林 61号 全地区 2,414 2,317 2,206 2,096 1,992 1,899 1,803 74.7% 2,180 200 9.2%

2000 群馬 農林 61号 全地区 2,414 2,403 2,355 2,264 2,218 2,140 2,090 86.6% 7,290 670 9.2%

2000 埼玉 農林 61号 全地区 2,414 2,446 2,427 2,379 2,362 2,268 2,207 91.4% 7,070 1,760 24.9%

2000 岐阜 農林 61号 全地区 2,314 2,287 2,199 2,098 2,005 1,908 1,854 80.1% 1,800 0 0.0%

2000 愛知 農林 61号 全地区 2,414 2,400 2,295 2,186 2,082 1,996 1,956 81.0% 5,400 0 0.0%

2000 滋賀 農林 61号 全地区 2,414 2,298 2,186 2,077 ･1,977 1,894 1,896 78.5% 5,040 0 0.0%

2000 福岡 農林 61号 全地区 2,414 2,443 2,32台 2,216 - 2,144 2,218 91.9% 1,910 0 0.0%

2000 本分 農林 61号 全地区 2,414 2.340 2,228 2,117 2,023 1,960 1,920 79.5% 1,610 350 21.7%

2000 群馬 つるぴか り 全地区 2,314 2.349 2,419 2,409 2,323 2,317 2,335 loo.9% 1,870 100 5.3%

2000 福岡 チクゴイズミ 全地区 2,314 2,286 2,180 2,075 1,998 2,058 2,079 89.8% 5,980 960 16.1%

2000 福岡 シロガネコムギ 全地区 2,414 2,407 2,342 2,240 2,199 2,119 2,071 85.8% 6,260 720 ll.5%

2000 福岡 ニシホナミ 全地区 2,264 2,264 2,313 - 2,221 2,193 2,062 91.1% 1,360 1,160 85.3%

2000 佐賀 シロガネコムギ 全地区 2,414 2,360 2,256 2,151 2,124 2,059 2,013 83.4% 7,050 390 5.5%

2000 佐賀 チクゴイズミ 全地区 2,314 2,291 2,210 2,104 2,021 2,072 2,088 90.2% 3,780 1,680 44.4%

2000 大分 チクゴイズミ 全地区 2,314 2,231 2,120 2,014 1,951 1,959 1,956 84.5% 1,060 100 9.4%

20()0 茨城 バ ンドウワセ 全地区 2,314 2,209 2,099 1,995 - - - - - - -

2000 栃木 バ ンドウワセ 全地区 2,314 2,199 2,090 - - - - - - - -

2000 群馬 バンドウワセ 全地区 2,414 2,324 2,254 2,186 - - - - - - -

2000 埼玉 バ ンドウワセ 全地区 2,314 2,236 2,153 - - - - - - - -

2000 熊本 テクゴイズミ 全地区 2,314 2,314 - - - - - - - - -

2000 熊本 シロガネコムギ 全地区 2.414 2,414 2,365 - 2,146 - - - - - -

2001 宮城 シラネコムギ 全地区 2,198 - 2,089 1,985 1,886 1,823 1,789 81.4% 1,090 40 3.7%

2001 三重 農林 61号 全地区 2,397 - 2,282 2,168 2,060 1,967 ､1,916 79.9%84.0% 1,740 100 5.7%

2001 青森 キタカミコムギ 全地区 2,198 - 2,090 1,989 1,890 - - - - -

2002 北海道 きたもえ 全地区 2,349 - - 2,302 2,201 2,105 1,972 1,500 170 ll.3%

2002 元海道 春 よ恋 全地区 2,560 - - 2,688 2,822 2,963 3,170 123.8% 3,950 10 0.3%

2002 群馬 きぬの波 全地区 2,355 - - 2,356 2,390 2,476 2,589 109.9% 800 0 0.0%

2002 群馬､ W8号 全地区 2,419 - - 2,539 2,665 2,798 2,853 117.9% 280 0 0.0%

2002 埼玉 あやひか り 全地区 2,183 - - 2,292 2,387 2,467 2,474 113.3% 590 0 0.0%

2003 青森 ねぼりごし 全地区 1,989 - - - 1,922 1,883 1,846 92.8% 880 730 83.0%

2003 兵庫 シロガネコムギ 全地区 2,036 - - - 1,974 1,914 1,980 97.2% 1,130 0 0.0%

2004 岩手 ナンブコムギ 全地区 .Ⅱ 2,177 - - - - 2,134 2,135 98.1% 1,790 490 27.4%

2004 香川 きぬさの夢 2000 全地区 2,309 - - - - 2,424 2,594 112.3% 1,680 0 0.OOA;

全銘柄加重平均価格

註 :1)基準価格および指標価格は,消費税および地方消費税相当額を除いた価格である.

2)｢岩手ナンブコムギ｣は2004年産は ｢全地区｣,05年産は ｢Ⅱ地区｣.

全銘柄加重平均価格は下落 しているのである (05年産 れているため,上場されていない県産銘柄 も含まれてい

は若干回復). る).｢北海道ハルユ タカ｣｢北海道ホロシリコムギ｣は

(2) 銘柄ごと.の作付動向 2000年産以降入札指標価格 を大幅に上げてきたが,-節

第 3表を見てみよう (都府県産銘柄は複数県で一括さ 者の作付面積は 01年産から04年産にかけて激減 してお
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第3表 入札上場された主な小麦銘柄の作付面積の推移 (単位 :千ba)

産地 銘柄 98年産 99年産 00年産 01年産 02年産 03年産 04年産

北海道 ハルユタカ 5.7 4.7 6.0 8.8 6.6 1.8 0.8

北海道 ホロシリコムギ 3.8 2.3 1.5 1.3 1.5 1.8 1.7

北海道 夕クネコムギ 0.9 0.7 0.7 0.7 0.9 1.0 1.1

北海道 ホクシン 63.9 73.4 89.4 93.0 98.3 99.2 99.2

北海道 チホクコムギ (網走) 13.2 7.3 3.6 1.5 0.7 1.4 0.5

北海道 ノ チホクコムギ (その他) 2.1 0.7 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0
北海道 タイセツコムギ 3.0 1.9 1.5 0.7 1.1 2.2 2.4

北海道 春よ恋 - - - 0.5 3.0 5.0 5.7

茨城 .栃木 .埼玉 バンドウワセ 2.1 1.5 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0

福岡 .佐賀 .熊本 .大分 テクゴイズミ 9.3 10.4 ll.7 ll.2 9.2 8.9 9.7

各県合計 農林 61号 33.3 34.8 37.9 45.3 49.8 50.5 44.7

福岡 .佐賀 .長崎 .熊本 シロガネコムギ 9.7 ll.1 12.0 14.3 16.3 17.7 16.8

出所:農林水産省 『麦の生産に関する資料』より作成.
ノ

り,後者もこの間停滞傾向で推移している.これら2銘

柄に準じて入札指標価格を上げてきた ｢北海道タクネコ

ムギ｣は微増傾向にある.｢北海道チホクコムギ｣は

｢網走｣｢その他｣とも,03年産まで入札指標価格が上

昇したにもかかわらず,作付面積は00年産以降減少し

ている.｢北海道春よ恋｣は02年産の上場開始以降,入

札指標価格の上昇とともと=作付面積を順調に拡大させて

いる.A｢北海道ホクシン｣はこの間の入札指標価格の下

落にかかわらず,その作付面積は00年産から04年産に

かけて伸びており,｢北海道タイセツコムギ｣も03年

産 ･04年産と入札指標価格は下落したが,作付面積は

拡大している.

都府県産では,入札指標価格が下落する中で,茨城 ･

栃木 ･埼玉の ｢バンドウワセ｣は作付けがほとんど行わ

れなくなり,福岡 ･佐賀 ･熊本 ･大分の ｢テクゴイズ

ミ｣もoo年産から03年産にかけて作付面積が減少した

(04年産は回復).一方で各県合計の ｢農林 61号｣,福

岡 ･佐賀 ･長崎 ･熊本の ｢シロガネコムギ｣は作付面積

が増加している (04年産は減少).

(3) 入札取引価格と作付面積との敵廉の背景

以上見てきたように,北海道産 ･都府県産とも,入札

取引価格の上昇 ･下落と作付面積の増加 ･減少とが一致

している銘柄もあるが,両者の間に猷齢が生じている銘

柄も多い.この離散の背景として次のことが挙げられる.

第1に,入札取引価格が下落しても,それによって新

たな需要が生み出されるために作付面積が減少せず,場

合によっては増加するケースがあることである.この場

令,生産量の増加は実需者に安定的なロットを提供する

ため,それがさらに需要を増加させ,それに応じて生産

者は他銘柄から当該銘柄への作付転換を進める.この典

型は ｢北海道ホクシン｣である (註 14).

ただし,現行の生産者手取価格の問題点がこのような

状況を強めていることにも留意する必要がある.すなわ

ち,現状では入札取引価格に値幅制限がかかっているこ

とに加え,入札取引価格は生産者手取価格の中で3割程

度を占めるに過ぎない.7割近くは麦作経営安定資金が

占めているが (第 1表),その単価は政府間接統制下か

ら引き継がれた国産小麦政府買入価格の銘柄区分によっ

て決められている.それゆえ,生産者の関心は入札取引

価格の水準よりも販売先の確保 ･拡大と,それに伴う麦

作経営安定資金獲得に向くことになり,これは取引価格

が高い銘柄への作付転換の動きを鈍いものとする.契約

生産奨励金の品質改善奨励額についても,そのランク区

分は麦作経営安定資金と同様であるため,その額からし

て麦作経営安定資金ほどではないにしても,上述の状況

を強める役割を果たしていると言える.

転作小麦では上述の傾向はさらに強いと考えられる.

というのも,麦転作奨励金の額は生産者手取価格よりも

高い水準にあり (｢水田農業経営確立対策｣における麦

転作奨励金は,小麦収量を330kg/10aとして60kg当

たりに換算すると,2階部分までで1万 1,500円,3階

部分までだと1万3,300円),その額は入札取引価格や ′

品質とは無関係に,小麦の作付自体,農地利用集積,指

定された作付体系 ･栽培技術の実施などに対して支払わ

れているからである.転作小麦の多い関東 ･東海 ･近畿

を中心とする各県合計 ｢農林､61号｣の動向はこの影響

が大きいと見られる.このような転作奨励金の仕組みの

下では,需要を見据えた小麦生産のインセンティブは弱

くなり,品質的に問題のある小麦も発生することになる.

入札取引において概して都府県産銘柄の落札残率が高く

(第2表),また,次に見るように北海道産に比べて都府

県産で ｢需要と生産のミスマッチ｣が大きくなっている

のもこれが関係していると考えられる. ､

第2に,入札取引価格が高くても単収が低かったり不
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安定であったりする品種については,所得の点で生産者

にメリットがないために作付面積が停滞 ･減少するケー

スがあることである.｢北海道春よ恋｣への'転換が進ん

だ ｢北海道ハルネタカ｣や,単収が高く安定している

｢北海道ホクシン｣への転換が進んだ ｢北海道ホロシリ

コムギ｣や ｢北海道チホクコムギ｣がこれに当たる.入

札取引での値幅制限 (上限)に加え,生産者手取価格に

おける入札取引価格比率の低さや麦作経営安定資金単価

の決定方法は,このような状況を強めていると言えよう

(4) ｢需要と生産のミスマッチ｣の状況

第 4表は,毎年の入札前に開催される ｢民間流通連絡

協議会｣(麦の生産者団体 ･実需者団体で構成された全

国組織)において生産者 ･実需者から提示された小麦の

販売予定数量と購入希望数量を示している.現在,この

両者の差が ｢需要と生産のミスマッチ｣とされ,これを

踏まえてその後の入札取引 ･相対取引が行われる.従来

はミスマッチが生じていても,生産者団体による販売促

進活動などによって最終的には民間流通麦の全量が販売

されてきたが,本来的には民間流通連絡協議会段階でミ

スマッチが生じていないことが望ましい.

同表では販売予定数量 ･購入希望数量とも各産地品種

銘柄ごとの数量が合計されているために各銘柄ごとの超

過 ･不足が均され,ミスマッチの状況が実態より小さく

示されてしまうが (註 15),その概要を把握することは

できよう1.これを見ると,国内生産量増加に伴って全国

の販売予定数量は00年産から03年産にかけて64万

8,221tから73万 7,682tへ大きく増加している.一方,

販売予定数量超過分は00年産の4万7,238tが01年産

では2万3,405tに減少するものの,02･03年産では7

万tを超えるまでに増加し,販売予定超過率も00年産

の7.3% が 02･03年産では10%前後まで上昇している.

これを北海道産 ･都府県産別に見ると,北海道産の販売

予定超過率は小さいかマイナスになっているのに対し,

都府県産のそれは00年産の 13.5% から03年産の24.6

%-と年々拡大していて,全国的なミスマッチは主と

して都府県産によってもたらされていることがわかる.

これは都府県産が,需要を見据えた生産が行われにくい

転作小麦を多く抱えていることによるものであると考え

られる.

都府県産の04年産の販売予定数量は03年産よりも増

加したものの販売予定数量超過分は大幅に減少し,また,

05年産の販売予定数量は04年産とほぼ同じであったが,

販売予定数量超過分はさらに減少した.とれは,この間

の入札指標価格の下落柱よって,品質的な問題を勘案し

ても,他銘柄とのブレンド用としての使用などにおいて

都府県産小麦の利用が実需者にとって一定のメリットを

持つようになったためである (註 16).

第 4表 小麦における需要と生産のミズマッチの推移 (単位 :t)

販売予定数量 購入希望数量 販売予定数量超過分 ミスマッチ率

① ② ③-①-② ③/①

全 00年産 648,221 600,983 _47,238 7.3%

ol年産 712,600 689,195 23,405 3.3%

02年産 724,531 647,615 76,916 10.6%

国 03年産 737,682 665,270 72,412 9.8%

04年産 762,222 732,531 29,691ノ 3.9%

05年産 785,620 781,691 3,929 0..5%

北港近 00年産 403,364 386,537. 16,827 4.2%

01年産 429,254 456,135 ▲26,881 ▲6二3%

02年産 431,619 417,363 14,256 3.3%

03年産 433,694 436,108 ▲2,414 ▲0.6%

04年産 440,539 445,552 ▲5,013 ▲1.1%

05年産 465,355 481,692 ▲16,337 ▲3.5%

那府県 00年産 224,857 214,446 30,411 13.5%

01年産 283,346 233,060 50,286 17.7%

02年産 292,912 230,252 62,660 21.4%

03年産 303,9.88 229,162 74,826 24.6%

04年産 321,683 286,979 34,704 10.8%

出所 :農林水産省 『麦の生産に関する資料』より作成.
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5) 麦作経営安定資金 ･契約生産奨励金の収支問題と

｢新区分｣
(1) 食管特別会計 ･契約生産奨励金収支をめぐる間

三三

先述のように従来の内外麦コス トプール方式を引き継

いで麦作経営安定資金の原資には輸入麦の政府売買差益

が充てられることになった.しかし,輸入小麦の政府売

買差益と小麦の麦作経営安定資金等支出額との差額を見

ると,1999年度▲29億円,2000年度▲14億円だったも

のが,01年度▲160億円,02年度▲410億円と,01年

度以降その赤字幅が大きく膨らみ (註 17),内外麦コス

トプール方式は破綻状態に陥った.これは国産小麦の生

産量の増加に伴って麦作経営安定資金等支出額が大きく

増加した一方で,先述のように政府売渡価格が引き下げ

られたために輸入小麦の政府売買差益が縮小したことに

よる.

同様の問題は契約生産奨励金でも現れた.同奨励金は

実需者が麦を買い受ける際の拠出金 (国産 ･輸入,麦種

を問わず,1t当たり1,100円)を原資としているが,

麦の国内需要量が頭打ちになる中で,この間,毎年の原

資受入額はあまり増加していない.このような中,民間

流通促進のために00年産以降民間流通麦に対する品質

改善奨励額単価が引き上げられ,さらに支払対象数量が

増加したため,同奨励金の収支は急激に悪化していった.

これに対して,制度破綻を避けるために03･04年度に

は本来支払われるべき同奨励金総額を33%カットする

措置が行われ,品質改善奨励額単価も33%引き下げら

れたのである (註 18).

(2) 麦作経営安定資金 ･晶質改善奨励額の ｢新区分｣

このような中,2005年産から麦作経営安定資金の単

価に関して,｢日本めん用｣｢パン･中華めん用｣という

用途別に,収穫された小麦のたんばく･容積重 ･灰分 ･

フオーリングナンバーの評価に基づいた新たな区分･(4

区分)が行われることになった.これは,国産小麦政府

買入価格の銘柄区分に基づく従来の単価設定では良品質

麦生産へのインセンティブが十分に働かなかった,とい

う理由による.ただし,この新区分登場の背景には,内

外麦コス トプ-)I,方式の破綻状態があるQjであって,そ

の狙いが,評価を厳しくして新区分の最高位-Aに入

る小麦を減らすとともに,麦作経営安定資金の単価自体

も引き下げることによって (60kg当たり04年産の銘

柄区分 Ⅰ･1等の6,730円に対 して05年産の新区分

A･1等は6,650円.｢日本めん用｣｢パン ･中華めん

用｣とも同額),麦作経営安定資金の支払総額を削減す

るところにあることも見ておく必要がある.

契約生産奨励金の品質改善奨励額についても05年産

から麦作経営安定資金とまったく同様の評価方法による

新ランク区分が導入されることになったが,これも契約

生産奨励金の収支改善のために評価を厳しくして:最高
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位-Aに入る小麦を減らす狙いを持っている.

5.小麦の国内生産拡大のための政策的条件 :

その基本的視座

以上の分析を踏まえて,今後の小麦生産拡大のための

政策的条件を検討してみよう.

1) 作付面積ないし生産量増加のための政策的条件

小麦の作付形態は ｢都府県 ･水田裏作｣｢都府県 ･畑

作｣｢都府県 ･転作｣｢北海道 ･畑作｣｢北海道 ･転作｣

の5つに分かれるが,このうち ｢都府県 ･畑作｣は

1970年代初頭までの作付面積激減後も小麦政策の展開

如何にかかわらず減少し続け,2004年産では6,500ha,

全国の小麦作付面積 21万2,600haのわずか3.1%にま

で縮小した.それゆえ,ここでは ｢都府県 ･畑作｣はと

りあえず検討の対象から除外し,他の4形態について触

れることにする.

(1) ｢都府県 ･水田裏作｣について

｢都府県 ･水田裏作｣の作付面積は小麦生産者手取価

格の全算入生産費カバー率が悪化すれば減少し,カバー

率が好転すれば増加するという動きを見せてきた.この

ことは,｢都府県 ･水田裏作｣が,カバー率が下落すれ

ば小規模経営層が生産から撤退してその農地利用が大規

模経営層に集中して生産が維持される,という構造から

はほど遠い状態にあることを示すものである.第5図か

らわかるように,戦後を通じての ｢都府県 ･田作｣の平

均作付規模の増加は緩やかであり,｢都府県 ･田作｣が

｢都府県 ･転作｣をも含んでいることを考慮すれば,｢都

府県 ･水田裏作｣だけの平均作付規模はより小さいと見

られる.

したがって,現行の ｢主政策｣を前提にするならば,

｢都府県 ･水田裏作｣の作付面積を増加させるためには,

生産費カバー率を好転させる以外にはない.具体的には,

全銘柄平均の小麦生産者手取価格が,少なくとも ｢都府

県 ･田作｣の平均生産費を恒常的にカバーする水準にな

るよう,麦作経営安定資金の平均単価を引き上げること

が必要である.

それでは ｢都府県 ･水田裏作｣において大規模経営層

が生産の大宗を占める構造が成立する条件はないのだろ

うか.これについては同じ田作 (小麦の前作が異なるた

め,完全に同一視はできないが)でありながら大規模経

普 (組織)が各地で多数成立している ｢都府県 ･転作｣

との比較を行うことが有益であろう (註19).

転作と水田裏作との決定的相違は転作奨励金交付の有

無である.従来この転作奨励金については,転作作物の

作付自体に対して支払われる ｢基本額｣が農地所有者に

帰属していたのみならず,団地化や農地利用集積などを

交付条件とする ｢加算額｣もその一部ないし全部が農地

所有者に帰属するケースが多かったと見られる (註20).

そして,この ｢加算額｣の一部ないし全部こそが,経営
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規模階層間の労働生産性の格差に基づく地代負担力 (註

21)だけでは農地利用集積が進まない状況を打破する追

加的地代負担力となり,転作組合に代表される大規模経

普 (組織)を成立させたと考えられるのである.｢加算

額｣の一部分が実耕作者に帰属する場合には小麦作の収

益性が高まるが,これも大規模経営創出に寄与したと考

えられる.

このように見てくると,｢都府県 ･水田裏作｣で大規

模経営層が大宗を占める構造を作 り出すには,生産者に

規模拡大を志向させるインセンティブを持つ水準の生産

者手取価格を保障するとともに,規模拡大に当たっての

地代負担力を強化するためq)財政的措置をとることが,

その必要条件であることがわかる.

(2) ｢北海道 ･畑作｣について

｢北海道 ･畑作｣の作付面積は 1970年代半ば以降大き

く伸び,その中で小麦は畑作の輪作体系 (十勝地域 4年

4作,網走地域 3年 3作)の中に組み込まれてきた.90

年代半ば以降作付面積はほぼ8万ha台で安定している

が,北海道の普通畑面積 41万haからすると,現在の

作付面積は輪作体系の維持からもほぼ妥当な水準と言え

よう.小麦作経営の平均作付規模も順調に拡大しており

(第 5回),生産費カバー率も ｢都府県 ･田作｣よりもか

なり高い.

以上を踏まえるならば,現行の ｢主政策｣下において

は,生産者手取価格を ｢都府県 ･田作｣の平均生産費を

カバーする水準に引き上げる措置は,｢北海道 ･畑作｣

の作付面積を維持するためにも有効であろう.ただし,

小麦と他作物との間の価格のアンバランスから畑作にお

ける小麦の ｢過作｣が生じ,輪作体系の維持に好ましく

ない状況が見受けられることを考慮するならば,個別農

産物の生産費を保障する措置を基本としつつも,輪作体

系の維持をも目的に組み込んだ,畑作物経営単位での所

得を保障する措置も検討されてよい (註 22).

(3) ｢都府県 ･転作｣｢北海道 ･転作｣に?いて

現在,転作小麦の作付面積は都府県 ･北海道合計で全

国の小麦作付面積の約4割となっており,今後の国内小

麦生産を考える際,無視することのできない地位にある.

今後も米生産調整政策が継続される場合,転作小麦の作

付面積が米生産調整面積や転作奨励金の水準とともに生

産費カバー率にも影響されてきたことを踏まえるならば,

現行の ｢主政策｣下では,所与の米生産調整面積の中で

転作小麦の生産拡大を最大限追求するためにも,まずは

生産者手取価格を ｢都府県 ･田作｣の平均生産費をカバ

ーする水準にまで引き上げる措置が必要である.そして,

米と小麦との間で水田単位面積当たり所得に格差がある

限りは,生産調整水田における小麦生産にインセンティ

ブを与えるためにも転作奨励金的な措置が引き続き不可

欠となる.

米生産調整政策が廃止される場合には転作奨励金的措

置も打ち切られる可能性が大きいが,この打切 りは水田

における小麦生産を急減させるであろーう.その場合,従

来の転作小麦を含む形で水田裏作小麦を生産しようとす

るならば,その生産に対してかなり強いインセンティブ

を与えなければならず,小麦の生産者手取価格は ｢都府

県 ･田作｣の平均生産費よりも相当高い水準で保障され

る必要がある.

以上,4つの作付形態について生産拡大のための政策

的条件を検討してきたが,いずれについても十分な財政

的裏付けが必要であり,財政支出が従来よりも大きく減

少することは考えにくい.日本の小麦作の現実を踏まえ

るならば,生産拡大にはそれ相応の財政措置が不可欠な

のであり,これについての国民的理解を得ることが必要

である.なお,製粉業者 ･小麦粉製品製造業者が求めて

いる小麦の政府売渡価格の大幅引下げを実施するならば,

国産小麦の入札取引価格も全体的に下落するがゆえに国

産小麦生産のための財政支出はさらに増加せざるを得な

いこと,また,2007年度からの ｢品目横断的政策｣実

施に向けて検討されている内外麦コス トプール方式の廃

止は,国内の小麦生産に関して一般会計にいっそうの負

担をかけるものになるであろうこと,にも留意する必要

がある.

国内の小麦生産を保障するには有効な国境措置も不可

欠であり,WTO/FTA交渉では小麦および小麦粉,小

麦加工食品 ･調整品の輸入抑制,国内農業保護削減の縮

小が最大限追求されるべきであるし,また,WTO農業

協定への抵触を免れるような国内農業政策の組み替えも･

大いに工夫されるべきである.｢都府県 ･畑作｣小麦に

ついては,他の畑作作物との収益性格差を呪んだ別途の

方策を考える必要があろう.

2) ｢需要と生産のミスマッチ｣の解消に向けた政策

的条件

品質面で国産小麦が輸入小麦に遅れをとった原因の 1

つには,1970年代初頭までの農政方針の下で小麦の育

種 ･栽培等の研究体制が弱められたことがあったが,政

府間接統制下の政府無制限買入制が実需を見据えた生産

という点で好ましくない影響を与えてきたことも否定で

きない.80年代後半からの政府買入価格 ･品質改善奨

励額の銘柄 ･ランク間格差拡大は ｢良品質｣'小麦への生

産誘導に一定の効力を持ったが,そこにおいて ｢良品

質｣とされた銘柄は実需者の要求するものとは必ずしも

一致せず,そのため ｢需要と生産のミスマッチ｣が問題

となった.

2000年産からの麦の民間流通移行はこのミスマッチ

解消を最大理由として行われたものであり,入札取引の

下,各銘柄間の入札指標価格の格差は開いてきている.

これは各銘柄に対する実需者の評価が入札指標価格に反

映したものと見てよい.各銘柄の作付面積の動きは入札

指標繭 の動きと必ずしも一致していないが.これは価
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格下落が新たな需要を生み出し,これに生産が対応して

いるケースや,価格が高くとも単収の低い銘柄は生産者

にとってメリ･ツトがないために作付面積が減少するケー

スがあることによる.このような状況は一般的には市場

メカニズムによって需給調整が行われる際に生じる一局

面として捉えることができる.

しかし,小麦の民間流通に関して見逃してならないの

は,入札取引価格の値幅制限に加えて,生産者手取価格

の圧倒的部分を占める麦作経営安定資金の単価 (および

品質改善奨励額の単価)が国産小麦政府買入価格の銘柄

区分によって決められてきたこと,麦転作奨励金が小麦

の実需者評価とは無関係であったことなど,実需者評価

を生産者手取価格ないし生産者所得段階にまで反映させ

る仕組みになっていなかったことが各銘柄の入札指標価

格と作付面積の動向の乱齢を増幅させていることである.

つまり,この間の状況は需給調整の-局面として単純に

見ることはできず,このままではミスマッチは容易には

解消に向かわない可能性がある.

したがって,現行の ｢主政策｣を前提にするならば,

ミスマッチ解消に向けては実需者評価を生産者手取価格

ないし生産者所得にいっそう反映させるための仕組みが

必要となる.この点,05年産からの入札値幅制限拡大

や麦作経営安定資金 ･品質改善奨励額における新ランク●●●●●●●
区分導入はそのための枠組みとしては評価できる.民間

流通移行当初からも容積重 ･水分 ･フオーリングナンバ

ーに基づく ｢品質取引｣は一応あったが,その最大価格

差は90円/60kgであり,ネグリジブルなものであった.

新ランク区分は入札取引価格と必ずしも連動するもの

ではなく,その意味で実需者評価のス トレー トな反映と

は言えないが,原料農産物という小麦の経済的性格から

播種前取引が一定の合理性を持つ以上,収穫後の用途別

品質評価に基づく単価設定は妥当性を持つ.この意味で,

04年度からの米生産調整政策- ｢水田農業構造改革対

策｣下において生産調整水田で生産された良品質 (小)

麦 ･大豆を対象に実施されている ｢麦 ･大豆品質向上対

策｣(1万3,000円/10a)についても,(助成対象が認定

農業者,特定農業団体,一定要件を満たす作業受託組織

に限定されているという問題はあるが)同様の評価を与

えることができる.

ただし,小麦の生産拡大を目指すならば,このような

仕組みは小麦作の収益性を悪化させるものであってはな

らない.この点,麦作経営安定資金 ･品質改善奨励額の

新ランク区分は懸念を抱かせる側面を持っている.良品

質とは言えない小麦であっても,04･05年産の都府県

産銘柄でのミスマッチ縮小に見られたように,取引価格
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次第では他銘柄とのブレンド用などの需要が生じるので

あるから,麦作経営安定資金 ･品質改善奨励額の単価設

定に当たっては,良品質小麦への作付変更のインセンテ

ィブを与える品質格差を設けることは重要であるが,同

時に低品質小麦であっても需要のあるものに対してはそ

の再生産をある~程度保障する単価水準が考慮されるべき

である.

したがって,現行 ｢主政策｣下で小麦生産を拡大する

には,まずは全銘柄平均の小麦生産者手取価格が少なく

とも ｢都府県 ･田作｣の平均生産費をカバーする水準に

なるように麦作経営安定資金および品質改善奨励額の標

準単価を設定し,その上で収穫後の品質や入札 ･相対取

引価格,ミスマッチの状況を呪みつつ,銘柄間の格差を

つけていくことが求められる.今後も米生産調整政策が

継続される場合には,｢麦 ･大豆品質向上対策｣につい

ても同様の格差を設けることが必要である*3.

また,近年開発された小麦品種銘柄には,｢北海道春

よ恋｣(パン用)や ｢群馬きぬの波｣｢群馬W8号｣｢埼

玉あやひかり｣｢香川さぬきの夢2000｣(以上,日本め

ん用)など,実需者から高い評価を得て入札指標価格を

上げているものが少なくない.これは小麦品種開発の遅

れを取り戻す動きとして注目されるべきものである.そ

して,パン用小麦に対する需要が強いにもかかわらず,

その生産がほとんど行われていないことをも踏まえるな

らば,日本めん用小麦≒普通小麦,パン (ないし中華め

ん)用小麦≒ (準)強力小麦の双方について,需要動向

を踏まえたさらなる品種開発が求められるめであり,こ

れを支援する政策も必要である.

(註 1) ただし,パ ンの消費拡大は単なる ｢食生活の欧米化｣

の一環とだけ捉えることはできず,そこには 1950年代半ばの

いわゆる ｢アメリカ小麦戦略｣や,これと一体 となった学校

給食への粉食の導入などの影響があったことを見逃すことは

できない.また,｢めん用｣も含めた小麦瀞全体の消費拡大に

は,60年代を中心に小麦瀞価格を精米価格よりも安価にする

よう政策的に価格設定がなされたことも見ておく必要がある.

これらについては,横山 〔7〕pp.200-202,pp.252-253,

を参照のこと.

(註 2) 中川 〔2〕p.8,表5より.

(証 3) 小麦生産量に対する政府買入量の比率は,.1950年代に

約4割だったものの,60年代には6割を超え,80年代以降 9

割近 くに達した ;横山 〔7〕pp.233-234.

(註 4).マーク ･アップの上限は基準期間 1986-88年における

輸入小麦の政府売買価格差平均 1kg当たり53円を2000年ま

でに 15% 引き下げて 45.2円に (95年は51.7円),関税相当

量は同期間に 1kg当たり65円 (基準期間の内外価格差平均)

を15% 引 き下げて 55円 (95年は 63.3円)にすることとな

っている.なお,WTO体制下で日本の小麦の輸入量にはカ

串3ここまで見てきたように,現在行われている実需者評価 ･市場原理のいっそうの導入は全体 として小麦の生産者手取価格を引■●●

き下げる性格を持っており,小麦の国内生産を維持 ･拡大させるものとは.なっていない.先に05年産からの動きについて ｢枠組み●●●●
としては評価することができる｣と留保条件をつけたのはこのためである.
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レント･アクセスが設定されたが (飼料用小麦,輸出用小麦

粉用原料小麦を含む),それは基準期間の年平均 553万 t(国

内消費量の84%)を2000年までに574万 t(同87%)まで

拡大することとされた (95年は556万 5,000t).

(註 5) 横山 〔7〕pp.240-260.

(註 6) この点について,1974年 11月から1975年 12月にかけ

て ｢農林行政を考える会｣が行ったシンポジウムにおいて,

当時農林省農事試験場の作物部に在職 していた増田澄夫氏は

｢例えば,1960年までは麦関係の研究室は約 30ぐらいあった

わけですが,それが現在では育種 も何 も含めて 16,7になり,

更に1研究室の研究員が減っていますので人月は半分以下に

なっていることは事実です.もっと端的にいいますと,栽培

関係の研究室が,1961年には9カ所あ りましたが,現在では

1カ所.そういうことで私みたいな育種家がこういうところ

で意見を述べるということにもなるわけです｣ と発言 してい

る ;増田 〔1〕p.98.

(証7) この点,佐伯 〔4〕pp.50-54,を参照のこと.

(註 8) 麦管理改善対策の動向については,横山 〔7〕pp.261-

266,pp.286-288,pp.332-335,を参照のこと.

(註 9) 西村 〔3〕p.34.

(註 lo) 横山 〔7〕pp.315-325.

(註 11) 農林水産省 『麦の生産に関する資料』より計算.

(註 12) 横山 〔8〕pp.52-53.

(註 13) 横山 〔8〕pp.57-58.

(註 14) 北海道における小麦品種転換の動 きについては,ホク

レン農業協同組合連合会への聞き取 りを基に叙述した.

(註 15) 農林水産省 『麦価に関する資料』は2003年版か ら銘

柄別に見た販売予定数量超過分の合計数量を掲載 しているが,

それによると04年産小麦では北海道で 1万 1,349t,都府県

で 5万 1,562t,全国で6万 2,911t,05年産小麦では北海道

で4,657t,都府県で4万 2,998t,全国で4万 7,655tであ り,

第4表の ｢需給の差｣よりも多 くなっている.

(註 16) 全国農業協同組合連合会への聞き取 りによる. ､

(証17) 数値は農林水産省資料による.

(註 18) 契約生産奨励金の収支問題については,横山 〔8〕pp.

64-65,を参照のこと.

(註 19) 横山 〔7〕pp.391-393では,4麦合計についてではあ

るが,1,000a以上の大規模麦作経営数の推移が米生産調整面

積の動向と強い相関関係を持っていることを指摘 した.

(註20) 例えば,筆者が調査 した岩手県 S町の大規模小麦転作

組合 (S町内に26組合,1組合当た り平均小麦作付面積 15

ha)の事例では,｢水田農業経営確立対策｣の 10a当た り転

作奨励金のうち,1階部分の ｢とも補償｣2万 3,000円は全額

が農地所有者に配分されてお り,2階部分の ｢基本助成｣4万

円については,2万 5,000円が農地所有者に,1万 5,000円が

実耕作者である転作組合に配分されていた ;横山 〔8〕pp.67-

68.また,借入農地で大規模な転作小麦生産を行っている岩

手県 K市の有限会社では,転作奨励金のほぼ全額を農地所有

者に渡す代わりに小作料を無料にしてもらっている.なお,

転作奨励金の帰属問題に関しては,耕作者 ･地権者の奨励

金 ･転作作物の帰属に焦点を当てて ｢米政策改革｣下の集団

転作をめぐる諸問題を分析 した渡部 〔6〕も参照のこと.

(註21) 2002年産の 60kg当た り生産者手取価格を9,982円と

して (第 1表),農林水産省 『平成 14年産 米及び麦類の生産

費』を用いて都府県における各経営規模階層間の 10a当たり

の剰余 (小麦販売価額-副産物価額差引生産費)と析待 (刺

余 +家族労働費) を計算すると,5.0-7.Oha層の剰余は2

万7,006円,7.Oha以上層の剰余は2万 5,752円であ り,こ

れは3ha未満層の所得 (2.0-3.Oha層 2万4,944円,1.0-

2.Oha層 2万 223円,0.5-1.Oha層 2万 116円,.0.5ha未

満層 1万7.296円)を上回っている.これ以外の階層間では

剰余が所得を上回る状況は見られない.

(註 22) この点,佐藤 〔5〕pp.138-139で示 されている考え

方が大いに参考になる.
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